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利用者の身体状況や栄養状態，
又は日本人の食事摂取基準に
基づき，利用者をその特性ごと
に集約し，それに見合った食事
を提供する



食事摂取基準の位置づけ

○食事摂取基準は、健康増進法第16条の２に基づき、厚生労働大臣が、
生涯にわたる国民の栄養摂取の改善に向けた自主的な努力を促進する
ため、 国民健康・栄養調査その他の健康の保持増進に関する調査及び研
究の成果を分析し、その分析の結果を踏まえ、食事による栄養摂取量の
基準として定めている。

○基準を定める栄養素は、健康増進法施行規則第１１条に定められている。

○基準の値は、大臣告示として定められている。



健康増進法 第3章 国民健康・栄養調査等
第１６条の２ （食事摂取基準）

厚生労働大臣は、生涯にわたる国民の栄養摂取の改善に向けた自主的な努力を促進す
るため、国民健康・栄養調査その他の健康の保持増進に関する調査及び研究の成果を分
析し、その分析の結果を踏まえ、食事による栄養摂取量の基準(以下この条において
「食事摂取基準」という。)を定めるものとする。

２ 食事摂取基準においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 国民がその健康の保持増進を図る上で摂取することが望ましい熱量に関する事項

二 国民がその健康の保持増進を図る上で摂取することが望ましい次に掲げる栄養素

の量に関する事項

イ 国民の栄養摂取の状況からみてその欠乏が国民の健康の保持増進を妨げている

ものとして厚生労働省令で定める栄養素

ロ 国民の栄養摂取の状況からみてその過剰な摂取が国民の健康の保持増進を妨げ

ているものとして厚生労働省令で定める栄養素

３ 厚生労働大臣は、食事摂取基準を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公

表するものとする。



健康増進法 第3章 国民健康・栄養調査等
第１６条 (生活習慣病の発生の状況の把握)

国及び地方公共団体は、国民の健康の増進の総合的な推進を図る

ための基礎資料として、国民の生活習慣とがん、循環器病その他の政

令で定める生活習慣病(以下単に「生活習慣病」という。)との相関関

係を明らかにするため、生活習慣病の発生の状況の把握に努めなけれ

ばならない。
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食事摂取基準の対象は，健康な個人及び健
康な者を中心として構成されている集団とし
生活習慣病等に関する危険因子を有してい
たり，また，高齢者においてはフレイルに関
する危険因子を有していたりしても，おおむ
ね自立した日常生活を営んでいる者及びこ
のような者を中心として構成されている集団
を含む

疾患を有していたり，疾患に関する高いリス
クを有していたりする個人及び集団に対して
治療を目的とする場合は，食事摂取基準に
おけるエネルギー及び栄養素の摂取に関す
る基本的な考え方を必ず理解した上で，その
疾患に関連する治療ガイドライン等の栄養管
理指針を用いること
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日本人の食事摂取基準２０２５年版

厚生労働省策定検討会報告を用い

給食施設の栄養管理への活用について

基本的な考え方をおさえていきましょう

本日の研修会では，講師は第一出版が発行する書籍の用いていますが，
他の出版社が発行する書籍においても報告書内容は同じです。それぞれの
項目にそって御確認ください。



食品成分表と食事摂取基準

•食事摂取基準２０２５年版 →最新の科学的知見，社会背景の変化
高齢化乳児期からの生活習慣病予防
生活機能の維持・向上

•食品成分表（八訂） →国際標準レベルをめざしている
計算法と測定法の変更 → さらに正確に（今まで以上に確からしい栄養価に）

エネルギー，栄養素の摂取量が適切かどうかの評価

例：八訂で計算すると高めに算出される栄養素
→ 目標量を達成でも，実際の摂取量はもう少し多めをめざすほうがいいのかな・・

「日本人の食事摂取基準（2025年版）」では，主に「日本食品標準成分表(七訂)」相当
を使用していることを踏まえ留意すること



日本人の健康を食事・栄養から支える基本的かつ包括的なガイドライン

•管理栄養士の専門知識をいかし，柔軟に活用する。
食品成分表の値は代表値であり，実際の食材とは誤差がある

→ 「大きくはずれていない答え」を出せる使い方 確率統計の概念

給与栄養目標量
アセスメント

・性別，身長，体重，
生活強度，疾患 等

献立作成基準

・食品群別加重
平均栄養量

↓
・食品構成



相談事例１
食品成分表の改訂でエネルギー量が低く算出されるようになっ
たので，施設の給与栄養目標量を低くしたほうがいいのか。

•八訂を使って栄養計算を適切に行うと，現時点で最も確からしい
栄養価計算が出来る。

•エネルギーの過不足は，一人ひとりの体重測定で評価する。

給与栄養目標量を低くする必要はない。誤差の範疇（確率）。

エネルギーの増減は食品によって異り，一律に減少率を設定する
ことは困難。



相談事例２
思春期は摂取量が最大になるため，摂取量の少ない高齢者と同基準
である食事摂取基準の食塩相当量の基準を当てはめることは現実的
ではないのでは。

P２４７～２４８

小児に対しては，成人の値（5g/日未満）をエネルギー必要量に応じ
て修正して用いることとしている。（表１を参照）

ナトリウムの目標量は，年齢区分ごとの参照体重を用い外挿しており，
成人・高齢者の算定とは異なる。食事摂取基準の考え方に基づく栄養
管理が望ましい。

•小児 ５ｇ/日×（性別及び年齢区分ごとの参照体重÷５８．６㎏）0.75

•成人・高齢者 （５ｇ/日＋現在の摂取量）÷２




